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【タイトル】

骨髄バンク・さい帯血バンクの抜本的制度改革
への道すじ

【サブタイトル】

造血細胞移植推進法（案）の制定に向けた戦略
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私たちが求めていた法制化の姿

① 骨髄バンクとさい帯血バンクの一体的運営
② 窓口の一元化(Single Point of Access)
③ 患者擁護部門(OPA)の設置
④ 移植データベースの運営管理と情報提供
⑤ 諮問監視協議会(Advisory Council)の設置
⑥ 日赤の濃厚な事業への関与
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現状分析と方向性①
ドナー登録・地域間格差

• 地方行政（都道府県）の役割に対する検討

• 沖縄方式と呼ばれるドナー登録体制への評価

• 埼玉県等で起きていることから学ぶこと

• 対人口比でのドナー登録状況の分析

• 地域間格差が顕在することへの基本姿勢

• 地方行政が担うべきこれからの施策の提言

4



現状分析と方向性②
ボランティアの果たしている役割

• 財団に地方組織がないことの分析

• 地方の現場で果たしているボランティアの評価

• 地方普及広報委員・ドナー登録説明員の活動
で、年３万５千人から４万人のドナー登録

• 法制化で完全に事業主体と支援機関に移行す
ることでよいのか

• ドナーリクルートへのボランティア活動関与へ
の方向性
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現状分析と方向性③
アクティブドナーとドナーリテンション

• ドナープール活性化の視点は必要ないか

• ドナー登録は１０年～２０年以上の長期間に
渡るという特性

• モチベーションの維持、ＨＬＡ適合率の向上、
健康状態の確認等を行う必要性

• ドナー登録者をリニューアルする仕組みを作
るべき
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現状分析と方向性④
コーディネートの人的体制の改革

• 全国で約９００人もの血液専門医師が半ばボ
ランティアとして調整医師を担って尽力

• 財団のコーディネーター約１３０人も非常勤職
員として、ボランティア精神で貢献している実
態

• コーディネーターの雇用形態等の分析
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ワン・アクセス（共通窓口）の動き

• 平成25年6月28日「骨髄移植推進財団・日本さい帯血バンク
ネットワーク共同事業の方針について」

• 造血幹細胞バンク機構の外部に対する統一的な窓口として、
「造血幹細胞移植申込み・相談窓口」を設置する。

• 窓口は骨髄バンクコーディネート部、移植調整部職員数名を
常駐で配置し、輪番制造血幹細胞移植専門医、ＨＬＡ専門家
で構成し、オンコール体制を確立する。

なぜ、さい帯血バンク関係者がいないのか？
財団職員はさい帯血バンク業務を理解していない!
共通窓口は支援機関（日赤）が担うべきであると考える。
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その他の視点

• 両バンク事業運営の組織体制

• 両バンク事業運営の人的体制

• 両バンク事業運営の財政問題

• HLA適合率、8/8座適合でのドナープール

現状をどう評価するのか？
どういう方向性で改革するべきか？
ぜひ、基本方針で言及し、盛り込んでほしい！
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造血細胞バンク・市民シンポジウム 

 「骨髄バンク・さい帯血バンクの抜本的制度改革への道すじ」 

 ～造血細胞移植推進法（案）の制定に向けた戦略～ 

ア ピ ー ル  

 

昨年、日本さい帯血バンクネットワークは設立 10 周年をむかえました。来年はわが国で

公的な骨髄バンクが発足して 20 年という節目になろうとしています。両バンクとも今では

それぞれ年間 1000 例の移植を行うまでに成長し、それは一見、きわめて順調のように見え

ます。しかしながら、骨髄バンクもさい帯血バンクも大きな課題が山積しています。国民

皆保険のわが国にあって、骨髄バンクには相も変わらず患者負担金が存在していますし、

コーディネート期間の短縮という課題も壁に突き当たっています。さい帯血バンクは慢性

的な財政的赤字体質に苦しみ、このままでは最終的な経営破綻が見えている状況です。 

このような中で、両バンクとも発足以来、多少の手直しは重ねてきたものの、根本的な

制度の枠組みにはいっさい手を加えずに今日に至っています。両バンクとも公的な事業で

ありながら、国が民間事業に対し補助金で援助するという財政的には極めて不安定な図式

のままで継続され続け、苦しい運営を強いられているといっても過言ではありません。 

この根本的原因は国（政府）の責任と負担が曖昧なままに行ってきた当然の帰結かもし

れません。わが国のこうした事業もはっきりとした根拠法を整備し、事業の明確化と財政

運営の健全化を図ることが強く求められています。 

そこで、本日の造血細胞バンク・市民シンポジウム「骨髄バンク・さい帯血バンクの抜

本的制度改革への道すじ」～造血細胞移植推進法（案）の制定に向けた戦略～を踏まえ、

わが国の非血縁者間造血細胞移植のあるべき将来的な方向性について、次のとおりアピー

ルします。 

○非血縁者間造血細胞移植の 20 年の歩みで得たものと今望まれる姿を明確にし 

○真の患者救済を目指し、持続可能な社会システムとして再構築するため 

○骨髄バンク・さい帯血バンクの融合も含め、財政面、運営面に国（政府）の責任と

負担を明確にした「造血細胞移植推進法（案）」の整備を求め 

○造血細胞提供システムの抜本的改革のための議論をスタートさせよう 

以上、一般市民はもとより、国（政府）をはじめ関係機関・団体等に訴えていきます。 
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